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行使価額修正条項付き第 17回新株予約権 

の月間行使状況に関するお知らせ（2024年２月 20日時点） 

 

当社が 2024年１月 10日に発行いたしました行使価額修正条項付き第 17回新株予約権に関する、2024年２

月 20日時点の、2024年２月における月間行使状況につきまして、下記のとおりお知らせいたします。 

 

 2024年２月 20日時点で当月の月間交付株式数は 827,100株となり、累計の交付株式数は 1,140,700株（発

行総数 1,600,000株の 71.29%）となっております。 

  

このような状況の中、東京証券取引所の定める規則による月間行使可能株数の上限規制※1 により、当月の

行使可能株数は残り 41,656株※2となっており、当月中に追加で 41,656株の行使が行われた場合は、当月末日

である2024年２月29日までは本新株予約権の行使が制限されることとなります。なお、この場合も、2024年

３月１日以降は行使制限が解除され、従来通りの行使が可能となります。 

 

 

※１ 当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 434条第１項及び同施行規則第 436条第１項から

第５項までの定めに基づき、割当先であるグロース・キャピタル株式会社と締結する第三者割当契約において、

原則として、単一暦月中に MSCB等（同規則に定める意味を有します。以下同じ。）の買受人の行使により取得

される株式数が、MSCB 等の払込日時点における上場株式数の 10％を超える場合には、当該 10％を超える部分

に係る転換又は行使を制限するよう措置を講じております。 

 

※２ 本新株予約権の払込日時点における上場株式数 8,687,567株×10%-827,100株 

 

以 上 


